
2021年10月29日

業務名称： ベトナム社会主義共和国「消防・救助能力向上プログラム」策定・実施支援業務

（公告/公示日：2021年10月19日／調達管理番号：21a00862）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1 P.19 第2 10. （1） 「業務形態は、業務従事者と JICA で協議の上、決定する。 JICA 内で打ち合わせ
等を行う場合のスペースは JICA が提供する。」とありますが、この「業務形態」は具体
的に何を意味していますでしょうか。その上で、JICA内に席をおいて勤務することは想定
されていますでしょうか。

JICA内に席をおいて勤務することは想定していません。
業務の場所は、受注者により準備頂くことを想定しています。

2 P.24 第4 1. （1）1）業務の対価
（報酬）

上記の質問でJICA内で席を置いての勤務が想定されている場合、セキュリティ面からJICA
規定に沿ったPCを持ち込み用として調達する必要がありますでしょうか。もしそうであれ
ば、当該PCの費用も含めて積算を検討する必要があることから、調達すべきPCの仕様を教
えていただきたいと思います。

JICA内に席をおいて勤務することは想定していませんので、PCの持ち込みも想定しません。

3 P.24 第4 1. （1）1）業務の対価
（報酬）

業務内容として現地渡航の可能性がある旨記載されていますが、現場での指導・助言にあ
たっては救助服や作業靴、ヘルメット等の備品が必要になることが想定されます。また、
日本における最新動向の把握にあたっては最新の法令・技術教本も必要になると思われま
す。こうした費用は報酬単価に含めて積算すべきでしょうか。それとも、別途JICAが負担
されるものでしょうか。

本業務において、ベトナム側に対して機材を必要とするような直接的な技術指導は想定してい
ません。あくまでも附帯プロジェクトや詳細設計の考え方に係る助言をJICAに対して行って頂
く想定です。
本業務の実施において必要となる関連資料は、JICAと相談の上、必要性が認められる場合は、
JICAが購入しますので、報酬単価に含める必要はありません。

4 P.18 第2 8.委託業務の形態
(2)実施体制
①求められる能力
【業務総括者】

-

該当項目を以下のとおり訂正します。
【訂正前】
【業務総括者／消防・救助】
（ア）消防・救助分野の実務経験（20年以上）
（イ）海外での消防・救助分野の実務経験（3年以上が望ましい）
（ウ）業務遂行に問題のない程度の語学力（英語）を有する者（TOEIC730点相当以上が
　　　望ましい）。具体的には、上記5に記載した業務を遂行できると認められる者。

【訂正後】
【業務総括者／消防・救助】
（ア）消防・救助分野の実務経験（20年以上）
（イ）海外での消防・救助分野の実務経験（3年以上が望ましい）
（ウ）業務遂行に問題のない程度の語学力（英語）を有する者（TOEIC730点相当以上が
　　　望ましい）。具体的には、上記6に記載した業務を遂行できると認められる者。


